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〇搬入については、がれき類は各種構造物の解体等により発生した飯塚、宮若、直方、小竹、北九州、福岡方面 

より、主に国道・県道を経由して、最終的に県道 30 号より搬入されます。 

ガラスくず等は、TOTO 系の小倉工場、中津工場より国道・県道を経由して県道 30 号より搬入されます。 

〇搬出については、リサイクルした再生路盤材を土木建築・道路造成現場各所に飯塚、宮若、直方、小竹、北九州、 

福岡方面へ県道 30 号より、主に国道・県道を経由して搬出します。 

〇1 日の搬出入台数は、計画処理能力最大として、今回の計画により往復 200 台増え、往復 464 台となります。 
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